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学級数、在籍数 

学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 支援 計 

学級数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ２０ 

男 ５１ ５０ ６３ ５５ ４７ ４７ ７ ３２０ 

女 ２８ ５０ ４１ ５０ ５６ ５２ １ ２７８ 

 

児童数 

 計 ７９ １００ １０４ １０５ １０３ ９９ ８ ５９８ 

 

教育方針 教育目標 

◎ 学校教育目標 

  「心身ともに健康で、たくましく生きぬく人間を育てる」 

◎ めざす子ども像 

（１） 命を大切にする子ども 

（２） 基礎学力を身につけた子ども 

（３） 明るく情操豊かな子ども   

（４） 丈夫な身体と強い意志をもつ子ども 

（５） 人となかよくし協力できる子ども 

◎ 学校経営の基本方針 

  日本国憲法ならびに教育基本法及び教育関係諸法令等に基づき、地域・家庭・児童

の実態をふまえ、「心身ともに健康で、たくましく生き抜く人間」の育成に努める。 

(1)ビオトープを中心とした環境教育の充実を図り、魅力ある学校づくりに努める。また、

小中一貫教育のもと第八中学校校区として９年間でめざす子ども像を明確にして、校区 



づくりを推進する。 

(2)学び方やものの考え方、主体的・創造的に問題解決する能力や態度を育てるとともに

「生きる力」の育成に努める。 

(3)学習指導の工夫・改善に努め、基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせるととも

に少人数指導を生かして、学力の向上と個に応じたきめ細かな指導を図る。 

(4) 「国際コミュニケーション科」を充実させ、国際社会を主体的に生きるための資質や

能力の育成に努める。 

(5)「心の教育」を推進するため、道徳教育や人権教育、体験活動などの充実を図るととも

に児童の主体的な活動を推進する。 

(6) いじめや問題行動・不登校に対しては、家庭・地域や関係諸機関との連携を図り、早

期対応をするとともにその未然防止に努める。 

(7)すべての障がいのある児童の社会参加と自立をめざすためにともに学ぶ機 会の拡充

を図り、一人ひとりの教育的ニーズを把握し支援を適切行う。 

(8)健康や食に関する意識を高めるとともに運動を通じて体力を養わせ、健康的な生活習

慣づくりの育成を図る。 

(9)学校の情報を家庭・地域社会に発信し、連携を深め、開かれた学校づくりに努める。 

 

 

特色ある教育活動 

点野小学校校区は、かつては淀川のほとりにあり自然豊かな地域でした。しかし、近

年都市化が進み、子ども達が自然にふれる機会が少なくなりました。子ども達は明るく

のびのびしているが生活体験や自然体験が不足しています。自然体験や福祉体験などの

機会を増やし、地域のさまざまな人々とのふれあいを通してそれぞれの生き方に共感し、

思いやりの心や命を尊重する心など「豊かな心」を育て、自分の生き方を考えさせてい

きたいです。 

 学校教育目標の「心身ともに健康で、たくましく生きぬく人間を育てる」をめざして

子ども達の興味・関心・意欲を大切にしながら、子ども達がいろいろな出会いを通して、

心が動く様な多様な直接体験活動を展開させます。そして、自ら学んだことや自ら考え

たことをみんなに伝え、自分で課題を探求できるようコミュニケーション能力を高めま



す。また、パソコンネットワークを利用して他の小学校や第八中学校との交流や共同学

習の充実を図ります。さらに、ドリームプランでの成果を発展させて、身近なところか

ら視野を広げて、望ましい社会や国際社会のあり方を考え、実現していく人間を育てて

いきたい。また、地域の歴史や文化の掘り起こしを深め、自らの位置をしっかりとらえ

させるとともに世界的な視野に立った心豊かな「点野っ子」の育成をめざしたい。特に、

国際理解教育の観点から地域の文化に誇りを持たせ、諸外国の異なる習慣や文化などに

ついて理解を深めさせ、互いに違いを認め合い、共に生きていこうとする力や、自分の

意思が表現できるコミュニケーション能力の育成をめざし、９年間を見通した八中校区

小中一貫教育の推進を図りたい。 

 

主な行事（月） 

 行事予定  行事予定 

10月 運動会 視力検査 遠足 

学校公開日 

避難訓練（火事）  

 ４月 

 

 

入学式 始業式 離任式 ３測定 

１年生を迎える会 クラス写真 

歯科検診 家庭訪問 授業参観 

１年給食開始 聴力検査 11月 体重測定 授業参観 修学旅行 

創立記念日 

12月  

 

個人懇談会 

終業式 

 ５月 

 

 

遠足 内科検診 眼科検診 

視力検査 耳鼻科検診 

避難訓練（不審者） 

１年給食参観 
１月 

 

始業式 避難訓練（地震） 

下校指導  ６月 体重測定 日曜参観 

水泳開始 ＣＡＰ 

 ７月 個人懇談会 終業式 水泳教室 

 ２月 

 

入学説明会 授業参観・懇談会 

大縄大会 マラソン大会 

８月 水泳教室 

９月 始業式 体重測定 水泳記録会 

 

３月 体重測定 ６年生を送る会 

卒業式 終了式 

 

 

 



服 装   

   ・標準服またはそれに準ずる物（紺色） 

           （1月～２月は長ズボンも可・・・黒か紺色） 

   ・帽子・・・標準帽（紺色） 

   ・くつ（2足制）       上ぐつ・・・室内用（白地） 

                下ぐつ・・・通学用・室外用（運動靴） 

日 課 

時 定 普通日課 水曜日課 

職員打合せ 

児童朝の会 

 

8:30 ～  8:40 

 

 8:30～  8:40 

第 1時限 8:45 ～ 9:30  8:45～ 9:30 

第 2時限 9:40 ～ 10:25  9:40～ 10:25 

休 憩 10:25 ～ 10:45 10:25～ 10:45 

第 3時限 10:45 ～ 11:30 10:45～ 11:30 

第 4時限 11:40 ～ 12:25 11:40～ 12:25 

給 食 12:25 ～ 13:10 12:25～ 13:10 

後始末・休憩 13:10 ～ 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13:10～ 13:30 

※ 「児童朝の会」 

  ・毎週月曜日・・・朝読書 

 ・毎週水曜日・・・全校集会 

※  完全下校   

・通常･･･１６時３０分 

・１２月・１月･･･１６時 

 

※参観日等学校行事で完全下校 

が早くなる時があります。 

 

清 掃 13:30 ～ 13:45     

第5時限 13:50 ～ 14:35 13:30～ 14:15 

第6時限 14:45 ～ 15:30 

 

 

  

 

 

 

授業時数 

 学年    月    火    水    木    金  合計 

 1年  5時限  5時限  5時限  5時限  5時限  25時間 

 2年  5時限  6時限  5時限  5時限  5時限  26時間 

 3年  5時限  6時限  5時限  5時限  6時限  27時間 

 4年  6時限  6時限  5時限  6時限  6時限  29時間 

 5年  6時限  6時限  5時限  6時限  6時限  29時間 

 6年  6時限  6時限  5時限  6時限  6時限  29時間 

 


